
 

経営事項審査の事務取扱いについての改正に伴う再審査について 

 

 １  再審査の実施について 

(１)  概要  

「経営事項審査の事務取扱いについて」（平成 20 年１月 31 日付け国総建第 269 号）が改正され、

令和８年７月１日に適用されることに伴い、建設業法施行規則第 20 条第２項の規定に基づき、改正

前の評価方法に基づく経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業者については、令和８年７月１

日から同年 10 月 28 日の間（120 日間）に限り、許可行政庁に対し再審査を申し立てることができま

す。 

 

(２)  再審査の対象となる項目  

・その他の審査項目(社会性等)の項番 52「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有

無」  

・その他の審査項目（社会性等）の項番 62「建設機械の所有及びリース台数」において新たに評価

対象となった機械（アスファルト・フィニッシャ、不整地運搬車） 

 

(３)   注意点  

・再審査を受けない場合においても、改正前の評価方法に基づく経営事項審査は有効です。  

・(２)以外の項目を変更して再審査を受けることはできません。 

 

２  再審査の申し立て方法  

(１)  対象業者 

 ・令和８年７月１日までに改正前の評価方法に基づき受審した建設業者。 

 ・ただし、再審査申立ての時点で審査基準日から１年７か月以内であるものに限ります。 

  

(２)  実施方法  

・再審査の申立ては、経営事項審査会場での対面方式および電子申請による審査を実施します。  

・審査会場での対面方式の場合、受付は通常の経営事項審査と同様です。 

・郵送による受付はできません。 

・手数料は無料です。 

 

 

 

 

 



(３)  必要書類  

 書類等 部数等 記入要領等 

申 請 

書 類 

経営規模等評価再審査申立書(様式第 25 号の 14) 

２部（正

本・副本） 

記入例を参照し

てください その他の審査項目（社会性）(同上-別紙３) 

建設機械の保有状況一覧表 ※手引き P101 

委任状（代理申請の場合）  

確 認 

書 類 

受審済みの経営事項審査申請書 副本 副本は再審査済

み印を押して返

却します 

受審済みの経営事項審査結果通知書 原本 回収します 

自主宣言制度において宣言していることを証する書面の

写し 
1 部 

 

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する

誓約（様式 7 号） 
1 部 

 

建設機械に係る売買契約書の写し又はリース契約書の写

し等の所有を証明する書類、建設機械の規格が確認できる

書類（カタログ等）と建設機械の種類に応じた以下の書類

（追加する建設機械のみ必要） 

①アスファルト・フィニッシャ：自動車検査証、自動車検

査証記録事項の写し  

②不整地運搬車：特定自主検査記録表の写し 

1 部 
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